
第３０回記念 三原市民バスケットボール大会 開催要項

１ 趣旨

三原市における中学生・一般社会人・車いすの各種別から選抜されたチームが一

同に会し，競技会を開催することにより，各種別のチーム及び選手の交流を図ると

同時に，スポーツの振興及び青少年の健全な育成に資することを目的とし，大会を

開催する。

２ 主催 三原市バスケットボール協会

３ 主管 三原市バスケットボール協会

４ 後援 三原市教育委員会 中国新聞社備後本社 浮城スポーツクラブ 中学校尾

三地区バスケットボール部

５ 会場 三原リージョンプラザ主体育館（三原市円一町二丁目）

６ 開催日 平成２３年９月４日（日）

７ 参加資格

(1) 中学生の部

次に示す条件を満たす者で構成された中学校尾三地区バスケットボール部から

推薦されたチーム

(ｱ) 三原市内の中学校に在籍している者。

(ｲ) 三原市に居住している者。

(2) 車いすの部

三原市車椅子バスケットボール連盟（浮城スポーツクラブ）から推薦されたチ

ーム

(3) 一般の部

次に示す条件を満たす者で構成された三原市バスケット協会に加盟しているチ

ーム

(ｱ) 平成２３年４月１日現在１８歳以上の者。

(ｲ) 三原市に居住している者。

８ 参加費

一般の部 ３，０００円

その他 １，０００円

９ 競技規則

(1) 中学生の部及び一般の部

2009 年度財団法人日本バスケットボ－ル協会競技規則に準ずる。

(2) 車いすの部

平成 23 年度日本身体障害者スポーツ協会の協議規則及び平成 23 年度日本車椅



子バスケットボール協会の協議規則とする。なお，持ち点は１４．５点とします。

10 一般の部の優勝チームは，三原地区代表として，１１月３日（木・祝）に開催さ

れる「広島県民体育大会」へ推薦します。

(1) 県民体育大会へ推薦された場合は，不参加または棄権はできません。

(2) 県民体育大会当日の選手については，協会所属の選手のうち三原市に居住する

者から補充することができます。

11 注意事項

(1) 運営

試合の運営については，大会当日又は事前に主催者から依頼します。

(2) 審判・Ｔ．Ｏについて

審判，Ｔ．Ｏについては，大会当日又は事前に主催者から依頼します。

(3) 準備について

大会会場の準備は，当日 8 時から，参加チームで行います。準備に遅れないよ

うに会場に集合して下さい。

(4) 撤収について

撤収は，全日程終了後，参加チームで行います。

(5) 試合運営について

前試合のハーフタイムまでに本部席に用意してあるスコアーシートにメンバー

を記入して下さい。

(6) 試合時間について

８分クォーターとします。

第２，第３クォーターの間にはハーフタイムとして７分間の休憩が入ります。

それ以外のクォーター間には２分間の休憩が入ります。

延長は３分とします。

(7) ベンチ，ユニフォームについて

組合せ番号の若いチームをＴ．Ｏ席に向かって右側のベンチとし，ユニフォー

ムは淡色のものとします。

(8) 体育館は土足厳禁とし，タバコ・飲食等の処理は各自が責任をもって行って下

さい。

缶・ビン・ペットボトル・弁当殻・菓子袋等，体育館外から持ち込んだ物は，

各人・各チームで持ち帰って下さい。

なお，体育館内には，喫煙・飲食ができない場所がありますのでご了承下さい。

(9) 参加者に負傷があった場合，主催者側は一切責任を負いません。各チーム又は

各選手において障害保険等の加入をしておいてください


